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苦情の申出に係る対応について（通知）

下記1の苦情の申出について， 当庁がした司法行政文書の一部不開示の判断は，

下記2の理由により是正すべきと判断しましたので，通知します。

なお，是正後の開示の実施に関する事項は，別途通知します。

記

1 苦情の申出の内容

（1） 苦情の申出に係る司法行政文書の名称等

裁判官任官希望者に対する採用面接等の予定（片面で1枚）

（2） 苦情の申出がされた日

7月7日付け（同月9日受付）

2判断の理由

苦情の申出を受けて改めて検討した結果， 1の(1)の文書で不開示とした部分に

ついては，公にすることにより，今後の人事管理に係る事務に関し，公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれが生じるものではないと判断したので，開

示することとした。
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